
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                             

二
二
八 

　告

　示 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件                         

二
二
八 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
二
件                                                                 

二
二
八 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

二
二
九 

　公

　告 

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件                                         

二
二
九 

　福
島
県
病
院
局 

○
福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る 

　規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                                 

二
三
〇 

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                                             

二
三
〇 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
選
挙
時
登
録
の
基
準
日 

　を
定
め
た
件                                                               

二
三
一 

　福
島
県
労
働
委
員
会 

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た
件                                         
二
三
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
五
年
五
月
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号 

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
全
国
の
児
童
相
談
所

が
応
じ
た
児
童
虐
待
に
係
る
相
談
の
全
国
の
人
口
一
人
当
た
り
の
件
数
と
し
て
」
を
削
る
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
児
童
家
庭
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
五
年
五
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合

　白
河
市
豊
地
上
弥
次
郎
二
︱
一

　
　令
和
八
年
四
月
三
十
日 

会
白
河
厚
生
総
合
病
院 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
五
月
十

二
日
か
ら
同
年
九
月
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業
チ
ャ

レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

い
わ
き
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　福
島
県
い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
四
丁
目
一
番

地 
二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名
（
別
紙
書
面
の
と
お
り
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
四
月
二
十
六
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
五
月
十

二
日
か
ら
同
年
九
月
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
雇
用
政
策

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

仙
台
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
郡
山
店

　福
島
県
郡
山
市
燧
田
一
九
五
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名
（
別
紙
書
面
の
と
お
り
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
棚
倉

西
白
河
郡
矢
吹
町
新
町
一

変
更
前

　

 

　
　一
四
・
〇
～ 

　
　一
八
一
・
五 

矢
吹
線

　
二
六
番
二
地
先
か
ら

　
　

 

　
　
　三
二
・
四

同

　
　郡
同

　町
新
町
一

九
二
番
一
地
先
ま
で

　
　
変
更
後

　

 

　
　一
四
・
〇
～ 

　
　一
八
一
・
五

　
　
　四
六
・
三

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
高

変
更
前

　

 

Ａ

　
　八
・
八
～ 

　
　
　七
六
・
八 

三
五
二
号

屋
敷
一
二
三
九
番
二
地
先

　
　
　
　九
・
〇 

 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

Ｂ

　
　四
・
〇
～ 

　
　一
二
〇
・
〇 

同

　
　郡
同

　
　村
字
高 

　
　
　
　四
・
〇

屋
敷
一
二
三
八
番
四
地
先

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
変
更
後

　

 

Ａ

　
　八
・
八
～ 

　
　
　七
六
・
八

　
　
　
　九
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
八
十
七
号 

　肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

登
録
番
号

 
肥
料
の

 
肥
料
の

 
保
証
成
分
量  

(％
)
そ
の
他

 
氏
名
又

 
住
所

 
更
新
し

 
(福
島
県

) 
種　

類
 
名　

称
 

の
規
格

 
は
名
称

 
た
登
録

 
窒
素

 
り
ん

 
加
里

 
の
有
効

 
全
量

 
酸
全

 
全
量

 
期
限　

量　
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７
７
９

 
米
ぬ
か

 
特
選
王

 
2.5 

5.5 
2.3 

該
当
事

 
三
和
油

 
山
形

 
令
和

11 
油
か
す

 
将
印
脱

 
項
な
し 。

脂
株
式

 
県
天

 
年
５
月

 
及
び
そ

 
脂
ぬ
か

 
会
社　

 
童
市

 
９
日　

 
の
粉
末

 
 

 
一
日

 
 

町
四

 
丁
目

 
１
番

 
２
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
） 

 

　
　
　
　
　
　
　

 
福
島
県
病
院
局 

　
　
　
　
　
　
　

 
                         

                                       

  福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正
す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ５ 年 ５ 月 12 日  
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   阿   部   正   文    

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ７ 号  
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の
一 部 を 改 正 す る 規 程  

  福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 16 年 福
島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
  附 則 第 31 項 及 び 第 32 項 を 削 り 、 附 則 中 第 33 項 を 第 31 項 と し 、 第 34 項 を 第 32 項 と し 、 附
則 第 35 項 中 「 第 33 項 」 を 「 第 31 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 33 項 と し 、 附 則 第 36 項 中 「 第
33 項 」 を 「 第 31 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 34 項 と し 、 附 則 第 37 項 中 「 第 33 項 」 を 「 第 31
項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 35 項 と す る 。  

附   則  
こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 病 院 経 営 課 ）  
                       
福 島 県 病 院 局 告 示 第 １ 号  
  地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27年 法 律 第 292号 ） 第 33条 の ２ の 規 定 に よ り 、 公 金 の 収 納 の 事 務  
を 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 次 の と お り 委 託 し た 。  
    令 和 ５ 年 ５ 月 12 日  

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   阿   部   正   文  
１   委 託 し た 事 務 の 範 囲 及 び 内 容  

福 島 県 立 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 、 福 島 県 立 宮 下 病 院 及 び 福 島 県 立 南 会 津
病 院 に お け る 診 療 費 等 の 収 納 の 事 務  

２   受 託 者 の 名 称 及 び 所 在 地  
⑴   福 島 県 立 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 及 び 福 島 県 立 宮 下 病 院 の 受 託 者  

株 式 会 社 ソ ラ ス ト   東 京 都 港 区 港 南 一 丁 目 ７ 番 18 号  
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号 

　令
和
五
年
十
一
月
十
二
日
執
行
予
定
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
選
挙
時

登
録
の
基
準
日
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

　
　令
和
五
年
五
月
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博

　

 

選
挙
時
登
録
の
基
準
日 

　令
和
五
年
十
一
月
一
日
（
年
齢
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
二
日
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
労
働
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
一
号 

　労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
五
年
五
月
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
労
働
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　駒

　田

　晋

　一

　

 
  
氏　
　
　
名

現　
　
　
　
　
　
　
職

前　
　
　
　
　
　
　
歴

委
嘱
年
月
日

駒
田　

晋
一

福
島
県
労
働
委
員
会
会
長

 
令
和
４
年
６

弁
護
士

月
28日

吉
高
神　

明
 
福
島
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理

 
国
立
大
学
法
人
福
島
大
学

 
同

 
国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
経
済
経

経
済
経
営
学
類
助
教
授

 
営
学
類
教
授

二
瓶　

優
子

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

 
同

 
特
定
社
会
保
険
労
務
士

槇　
　
裕
康

 
福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

 
 

同
 

弁
護
士

⑵   福 島 県 立 南 会 津 病 院 の 受 託 者  
株 式 会 社 ニ チ イ 学 館   東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 四 丁 目 ６ 番 地  

３   収 納 の 事 務 を 委 託 す る 期 間  
令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

（ 病 院 経 営 課 ）  
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吉
田
佳
世
子

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

 
同

 
弁
護
士

荒
川　
　
聡

 
福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
大
分
県
支

 
同

 
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
福
島
県
支
部
長

部
長

大
越
香
代
子

 
福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

 
東
芝
照
明
プ
レ
シ
ジ
ョ
ン

 
同

 
東
芝
プ
レ
シ
ジ
ョ
ン
労
働
組
合
福

 
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員

 
島
支
部
副
執
行
委
員
長

大
槻　

光
政

 
福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島

同
 

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島
県
本
部

県
本
部
組
織
局
長

 
委
員
長

菅
野　
　
恵

 
福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

ト
ヨ
タ
カ
ロ

ラ
福
島
労

 
同

 
ー

ト
ヨ
タ
カ
ロ

ラ
福
島
労
働
組
合

働
組
合
評
議
委
員

 
ー

執
行
委
員

高
原　

英
二

 
福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

 
同

 
日
ピ
ス
福
島
労
働
組
合
執
行
委
員

長

穴
澤　

耕
二

 
福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

社
団
法
人
会
津
地
区
経
営

同
 

一
般
社
団
法
人
会
津
地
区
経
営
者

者
協
会
事
務
局
長

 
協
会
専
務
理
事

石
山　

純
恵

 
福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
ア
ゴ
ラ
専
務
取

同
 

株
式
会
社
ク
リ
フ
代
表
取
締
役

締
役

板
橋　

正
治

 
福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合

同
 

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合
会
専
務

会
専
務
理
事
代
行

 
理
事
兼
事
務
局
長

黒
川　

明
彦

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

 
株
式
会
社
タ
イ
ヘ
イ
ド
ラ

同
 

株
式
会
社
タ
イ
ヘ
イ
ド
ラ
イ
バ

イ
バ

ズ
ス
ク

ル
管
理

ー
ー

ー
ズ
ス
ク

ル
取
締
役
・
顧
問　
　

者
・
校
長

ー

小
林　

文
紀

 
福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
福
豆
屋
常
務
取

同
 

株
式
会
社
福
豆
屋
専
務
取
締
役

締
役

岡
崎　

拓
哉

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

 
福
島
県
立
図
書
館
長

 
令
和
５
年
４

 
月

25日

加
藤　

靖
宏

 
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ

令
和
４
年
４

 
ー

兼
審
査
調
整
課
長

副
所
長

月
26日

大
原　

俊
子

 
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

福
島
県
南
会
津
保
健
福
祉

同
 

調
整
課
副
課
長
兼
主
任
主
査

 
事
務
所
健
康
福
祉
部
長
兼

保
健
福
祉
課
長
兼
会
津
児

童
相
談
所
南
会
津
相
談
室

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
審
査
調
整
課
） 
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